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ふるさと納税制度のお礼品等を募集しています 

藤沢市 

 

藤沢市では、市内産品のＰＲや観光誘客、シティプロモーションの取組みの一環として、ふ

るさと納税制度での寄附へのお礼品を募集しています。 

 

 登録の手続き 

登録にあたっては、事業者登録と商品登録をお願いしています。 

事業者登録については市と委託事業者それぞれに手続きをお願いします。 

商品登録については、委託事業者経由での手続きをお願いします。 

いずれの場合にも、次の手順で進めてください。 

 

１ 市への手続き 

市への手続きは「事業者登録」になります。次の書類をご提出ください。 

〇 藤沢市ふるさと納税制度返礼品提供事業者登録申請書 

〇 暴力団排除に関する誓約書  〇 納税証明書（課税地が市外の場合のみ） 

 

２ 委託事業者への手続き 

委託事業者への手続きについては、資料等請求時に案内、マニュアルが送信されますの

で、ご一読の上、手続きをお願いします。 

 

 

 

ふるさと納税ポータルサイト：「さとふる」、「Yahoo!ふるさと納税」 

委託事業者：株式会社さとふる fujisawa-kanagawa-142051@satofull.co.jp 
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ふるさと納税ポータルサイト：「ふるなび」、「楽天ふるさと納税」、「ふるさとチョイス」、 

               「セゾンのふるさと納税」、「ANＡのふるさと納税」、 

               「JRE MALL ふるさと納税」、「au PAY ふるさと納税」、 

「JAL ふるさと納税」、「ローソンふるさと納税」、 

「Amazon ふるさと納税」、「KABU＆ふるさと納税」、 

「V ふるさと納税」、「マルイふるさと納税」、「まいふる by 

 AEON CARD」、「東急ふるさとパレット」、「ふるラボ」 

委託事業者：株式会社パンクチュアル  fujisawa@punctual.co.jp 

※メールをお送りいただく際は、件名を「藤沢市ふるさと納税参加希望」とし、本文に事

業者様名称、メールアドレス、住所、電話番号、ご担当者様氏名をご記入ください。 

 

 登録の要件 

事業者、お礼品登録の要件は、次のとおりです。 

これらの要件については、地方税法その他の規定の改正により、予告なく変更することがあ

りますので、あらかじめご了承ください。 

 

１ 事業者登録要件 

次の要件にすべて適合していることが要件になります。ただし、市が登録事業者として適

当でないと認めた場合は登録できないことがあります。 

〇 各種法令を遵守した生産、製造等を行っていること。 

〇 原則として、市内に本社や事業所等があること。ただし、市に縁のある事業者として特

に市が認めた場合はこの限りではありません。 

〇 市税等の滞納がないこと。 

〇 代表者等が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律における暴力団の構成員等

でないこと。 

〇 市、登録事業者との連絡が取れる電子メールの送受信が可能なインターネット環境を有

していること。 

 

２ お礼品登録要件 

次の要件にすべて適合していることが要件になります。ただし、市がお礼品として適当で

ないと認めた場合は登録できないことがあります。 

〇 企画、制作、生産（製造品、加工品の主たる原材料を生産する場合を含む。）、製造、加

工、販売等のうち主要な工程の半分を一定程度以上上回る割合が市内で行われるもので

あること（企画、立案のみでも可）又は市内で提供、消費される体験等のサービスであ
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ること。 

〇 お礼品の価格として市が支出する額は寄附額の１００分の３０に相当する額以下であ

ること。 

〇 市内産品のＰＲや観光誘客、シティプロモーションなどにつながるものであること。 

〇 品質及び数量について、需要に対して確実に供給できるものであること。 

〇 配送に耐え得るものであること。 

〇 役務の提供に当たっては、当該役務に係る「利用券」等を発行し寄附者に送付すること。

この場合においては、利用券等には記名又は通し番号を付記する等、転売の防止措置を

施すこと。 

〇 ふるさと納税制度の趣旨に反しないもの。 

〇 公序良俗に反するものではないこと。 

 

３ 宣伝等における要件 

次の要件を遵守いただく必要があります。 

〇 特定の者に対して謝金その他の経済的利益の供与を行うことを約して、当該特定の者に

寄附者を紹介させる方法その他の不当な方法による募集（友人紹介によるポイント還元、

キャッシュバック等）を行わないこと。 

〇 特売、割引、優待等のお礼品であることを強調した寄附者を誘引するための宣伝広告を

行わないこと。 

 

 お礼品の区分 

ふるさと納税ポータルサイトに掲載する寄附金額は 1 千円単位となります。 

（ただし、送料を伴わないお礼品等特別な理由がある場合は、１百円単位となります。） 

お礼品の価格は下表に従い、寄附金額の１００分の３０以内となるようにしてください。 

お礼品の価格には、消費税、箱代、包装代等を含み、送料は含みません。 

 

 お礼品提供までの流れ 

お礼品の申込みから受領までの流れは概ね以下の図のとおりです。 

 

お礼品の申込みがさとふる・Yahoo!ふるさと納税の場合は「電子メール」、ふるなび・楽天

ふるさと納税・ふるさとチョイス・セゾンのふるさと納税・ANA のふるさと納税・JRE MALL

ふるさと納税・au PAY ふるさと納税・JAL ふるさと納税・ローソンふるさと納税・Amazon ふ

るさと納税・KABU＆ふるさと納税・Ⅴふるさと納税・マルイふるさと納税・まいふる by AEON 

CARD・東急ふるさとパレット・ふるラボ の場合は「送り状」で通知されますので、梱包まで
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ご準備いただき、集荷からお届けまでは配送事業者が行います。代金のお支払いは、お届けの

翌月になります。 

〇 さとふる・Yahoo!ふるさと納税 の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 ふるなび・楽天ふるさと納税・ふるさとチョイス・セゾンのふるさと納税・ANA のふ

るさと納税・JRE MALL ふるさと納税・au PAY ふるさと納税・JAL ふるさと納税・ロ

ーソンふるさと納税・Amazon ふるさと納税・KABU＆ふるさと納税・V ふるさと納

税・マルイふるさと納税・まいふる by AEON CARD・東急ふるさとパレット・ふる

ラボ の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その他の活用方法 

次のようなことも行っております。 

（ご活用方法） 

〇 ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」、「ふるなび」、「楽天ふるさと納税」、「ふるさ

とチョイス」、「セゾンのふるさと納税」、「ANA のふるさと納税」、「JRE MALL ふるさ

と納税」、「au PAY ふるさと納税」、「JAL ふるさと納税」、「ローソンふるさと納税」、
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「Yahoo!ふるさと納税」、「Amazon ふるさと納税」、「KABU＆ふるさと納税」「Ｖふるさ

と納税」「マルイふるさと納税」「まいふる by AEON CARD」「東急ふるさとパレット」、

「ふるラボ」にお礼品の画像、商品名、事業者名などを掲載しますので、インターネッ

トでのＰＲを無料で行うことができます。 

〇 お礼品発送時に、自社製品等のパンフレットを同封していただくことで、自社製品の販

売促進、ＰＲが可能です。 

〇 市がふるさと納税の広報周知をする際にお礼品の画像、商品名、事業者名を掲載する場

合があります。 

 

 個人情報の保護 

個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律等各種関係法令を遵守してくだ

さい。 

※ 寄附者の個人情報は、直接本人から入手したものを除き、お礼品の送付以外の目的で使

用することはできません。「さとふる」では、基本的にはお礼品の集荷時にも個人情報を

取り扱うことはありません。「パンクチュアル」では、送り状の受け取りから集荷まで送

り状が手元にありますが、送り状に記載の個人情報について、複写・複製することはでき

ません。 

 

 重要事項説明・その他留意事項 

次の事項についてご確認ください。 

〇 商品の品質等に関して、寄附者から苦情があった場合は、真摯に対応し解決に努めるも

のとし、苦情内容については市及び委託事業者へ報告するものとします。 

〇 品質等による補償やクレーム対応については、市は一切責任を負いません。 

〇 決定した商品等を変更、休止、取り止める場合は、速やかに市及び委託事業者へ報告す

るものとします。 

〇 藤沢市ふるさと納税特設サイト、パンフレット、市が藤沢市ふるさと納税に関する情報

の掲載を許可したインターネットサイト及び広告等に対して、市が返礼品の画像、品名、

ＰＲコメント及び返礼品登録事業者名等を掲載することに同意したものとします。 

〇 事業者登録の結果は、申請者に書面により通知します。商品の登録結果は、電子メール

でご案内します。 

 

 お問い合わせ 

藤沢市 市長室 行政経営室 ふるさと納税担当 

  〒２５１－８６０１  藤沢市朝日町 １番地の１ 
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   電  話 （０４６６）５０－３５０３ 

   ファクス （０４６６）５０－７２００ 

   e-mail fj-furusato@city.fujisawa.lg.jp 


